
草津栗東行政事務組合重要な公の施設に関する条例 

令和６年１０月８日 

条例第４号 

（趣旨） 

第１条 議会の議決または同意を要する重要な公の施設の利用または廃止に関しては、この条例

の定めるところによる。 

（重要な公の施設） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１項第１１号

に規定する重要な公の施設は、火葬場とする。 

２ 法第２４４条の２第２項に規定する特に重要な公の施設は、火葬場とする。 

（独占的利用または廃止） 

第３条 前条第１項に規定する公の施設を５年以上独占的に利用させようとするときは、法第９

６条第１項第１１号の規定により、議会の議決を得なければならない。 

２ 前条第２項に規定する公の施設を廃止し、または１０年以上独占的に利用させようとすると

きは、法第２４４条の２第２項の規定により、議会において、出席議員の３分の２以上の者の

同意を得なければならない。 

付 則 

この条例は、公布の日から起算して４年を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。 


